
○南九州市全国大会等出場奨励金交付要綱 

平成23年３月15日 

教育委員会告示第６号 

改正 令和７年３月18日教委告示第４号 

（趣旨） 

第１条 この告示は，市民の体育・社会活動の振興を図るため，学校教育，社会体育，文

化活動における九州大会規模以上の大会又はコンクール若しくは表彰式に出場する個人

又は団体に対して，南九州市全国大会等出場奨励金（以下「奨励金」という。）を交付

することについて，必要な事項を定めるものとする。 

（交付の対象大会） 

第２条 奨励金の交付の対象となる大会（以下「大会等」という。）は，九州大会規模以

上の大会で次の各号のいずれかの大会とする。 

(１) 全国大会 全国を統括する団体が主催し，大会の参加対象地域を全国各都道府県

とする大会 

(２) 西日本大会 西日本地区を統括する団体が主催し，大会の参加対象地域を近畿以

西の府県を含む地域とする大会 

(３) 九州大会 九州地区を統括する団体が主催し，大会の参加対象地域を九州各県を

含む地域とする大会 

(４) その他市長が特に必要と認めたもの 

（交付の対象者） 

第３条 奨励金の交付を受けることができる者は，鹿児島県又は九州地区において，予選

会を経て選抜され，鹿児島県を代表し出場する個人又は団体で，次に掲げるものとす

る。 

(１) 南九州市立小・中学校に所属する個人又は団体 

(２) 南九州市内に住所を有する個人又は当該個人により組織された団体 

(３) 対象となる大会の開催要項の規定により，参加が認められた監督，コーチ及び代

表指揮者 

（４） その他市長が特に必要と認めたもの 

（奨励金の額） 

第４条 前条の奨励金の額は，別表のとおりとする。ただし，障害者大会に出場する奨励

金の額は，別表に定める個人の金額の1.5倍の額とする。 

（申請手続） 

第５条 奨励金の交付を受けようとする者は，南九州市全国大会等出場奨励金交付申請書

（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

（奨励金交付） 

第６条 市長は，前条の申請書が提出されたときは，その内容を審査し，奨励金を交付す

べきものと認めたときは，南九州市全国大会等出場奨励金交付決定通知書（第２号様

式）により申請者に通知し，速やかに奨励金を交付するものとする。 



（結果報告） 

第７条 奨励金の交付決定を受けた者は，大会等の終了後，速やかに全国大会等出場結果

報告書（第３号様式）を市長に提出しなければならない。 

（奨励金の返還） 

第８条 市長は，奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は，奨励金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し，又は既に交付した奨励金の全部

若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし，大会等の会場まで出向いたにもか

かわらず，体調不良，災害等により出場できなかった場合は，この限りでない。 

(１) 虚偽その他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。 

(２) 出場が予定されていた大会等に出場しなかったとき。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか，この告示の施行に関し必要な事項は，市長が別に

定める。 

附 則 

（施行日） 

１ この告示は，平成23年４月１日から施行する。 

（南九州市全国大会等出場者に対する補助金交付要綱の廃止） 

２ 南九州市全国大会等出場者に対する補助金交付要綱（平成19年南九州市告示第98号）

は，廃止する。 

附 則（平成29年３月22日教委告示第13号） 

附 則（令和４年３月15日教委告示第７号） 

附 則（令和７年３月18日教委告示第４号） 

この告示は，令和７年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

 開催場所 金額 

個人 鹿児島県・熊本県・宮崎県 5,000円

福岡県・長崎県・佐賀県・大分県 10,000円

九州以外（沖縄県を含む。） 20,000円

団体 団体への支給額は，上記個人の支給額に出場人数をかけた額とする。た

だし，支給額の上限は，スポーツ少年団・高等学校・スポーツ協会及び

文化協会加盟団体にあっては，100,000円，市立小・中学校の部活動団

体にあっては，200,000円とする。 



 

 



 

 



 

 



 

第１号様式（第５条関係） 

第２号様式（第６条関係） 

第３号様式（第７条関係） 

 


